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皿． １８６２／６３年の労使紛争とドイッ機械製造エカンパニー

　１　１８６２／６３年の労使紛争

　１８６１年１０月のサクセノ営業条令は，２０人以上の労働者を雇う経営に対して工

場規則の導入を義務つけた。これに応じてケムニソソ 機械工業の工場主は，早

速新たな工場規則の導入をはか った。まず当市最大の機械工場主リヒャルト・

ハルトマンが自身の工場のための工場規則草案を作成し ，１８６２年８月に市参事

会に提出した。この草案は若干の修正を経た後，「ケムニソソ 市機械工場 ・鋳

造所工場規則」としてその翌年からハルトマン を含む市内の３９の企業において

実施されることになる 。労働者に対する数多くの罰則規定を含むこの工場規則
　　　　　　　　　　　１）
の内容は，すでに紹介した。以下ではこの工場規則の導入をめぐる労使の対立
　　　　　　　　　　　　２）
について述べることにしよう 。

　さて ，すてに工場規則導入の試みに先立ち，工場主層は工場疾病金庫を共同

て設立しようとはか っていた。先の営業条令と同時に発布されたその執行令に

は， 共同の工場疾病金庫を設立する旨規定されている 。これに従 って１８６２年５

月，ハルトマノ を筆頭とする４６人の企業家か，工場疾病金庫の規約を市参事会

に提出して承認を求めたのである 。ただし営業条令によれば，既存の別の金庫

に加入するなど労働者に多様な可能性が認められていた。これに対して工場主

側の規約では，工場主が共同の金庫に加入した場合，彼の下で働く労働者も強

制的にこれに加入せねはならない。市参事会は，他の疾病金庫に加入していな

い労働者にのみ加入強制を限定するという修正提案を行ったが，工場主側はこ

れを拒否した。結局規約は，中し入れ通りの形で同年１２月に承認された 。

　金庫の設立に向けて工場主側は一応労働者と協議の場を設けたが，それは民

主主義を装ったポースにすぎなか った。席上ある労働者か，市内の既存の疾病

金庫の規約を営業条令の規定にあうよう修正すれはよい，と提案したとき ，工

場主側は次のように答えた。「労働者を協議に加えること自体，特別のはから

　　　　　　　　　　　　　　　　（９２９）
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いなのだ。…規約が気に入らないなら，よそで仕事をさがせばよい。」他の労

働者と協議するため労働者の代表か規約文書を手渡すよう求めたとき ，工場主

側はこれを拒否した。また疾病金庫の運営には一応労働者側代表の参加が認め

られてはいたが，例えぼリヒャルト・ハルトマソは，自身の労働者に対して彼

の指名する人物を選出するよう命じている 。

　工場疾病金庫の問題は労働者教育協会ても議論された。そもそも協会自体 ，

この問題および工場規則導入をめく“る闘いの拠点として設立されたとも考えら

れる 。結成後まもない１８６３年１月 ，協会は，ケムニソソを管轄するソウィソ カ

ウ県庁に疾病金庫問題についての陳情書を提出した。ここでは特に労働者の共

同決定権の欠如か問題とされている 。さらに，金庫からの随時脱退を工場主に

認める規定が労働者の怒りをか った。工場主が脱退すれば，それと同時に労働

者は金庫に対する一切の請求権を失うことになるのである 。

　工場疾病金庫の問題は，その後も労働者教 目協会て議論された。ただし協会

の会長ヴィッ ティヒは，この問題について何らかの決議を行う権限を協会はも

たないと考え，むしろそのための労働者集会が別個に開催されるべきであると

主張した。労働者協会ではなく ，すべての労働者を結集する労働者集会という

考えが，こうしてケムニッツでも前面に現れたのである 。

　１８６３年２月１３日 ，協会幹部は労働者集会の開催許可を警察当局に申請したが ，

書式上の誤りを理由に拒否された。しかし翌日の新聞には，市内の機械工場 ・

鋳造所の労働者に集会への参加をよびかける広告が掲載されている 。場所はレ

ストラソ「シ ュタ ット・マノハイム」のホール，広告の署名者は協会とは別の

「委員会」とな っている 。集会が許可されなかった旨が各工場に伝えられたに

もかかわらず，その日の夕方，レストラノの前には２，０００人の労働者が集まっ

た。 当時ケムニッツの機械工業で働く労働者は約４，０００人と考えられ，そのほ

ぽ半数が集結したことになる 。彼らは集会を強行しようとしたのかもしれない 。

しかしまもなく警官隊が玩れ，さしたる衝突もないまま労働者は解散した 。

　予定された集会では疾病金庫の問題だけでなく ，工場規則についても議論が

なされるはずであ った。上にふれたハルトマンの工場規則は１８６２年１１月に市参

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３０）
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事会の認可を得ており ，市内の重要な機械工場のほとんとにこれを拡大しよう

という試みかなされていた。共同の工場疾病金庫は，工場規則のなかで焼定さ

れることにより完全な法的拘束力を持つことになる 。

　２月１４日の集会か禁止された４日後，市内の機械工場労働者の代表６００人か ，

「シ ュタ ット・マソハイム」で集会を開いた。議長をつとめたのはヴ ィッ ティヒ

である 。ケムニッツの国民協会の指導者で，進歩協会にも参加したＡ．リッベ

ルト（Ｌ１ｐｐ・１ｔ）か工場規則問題についての綱領的文書を作成し ，集会の冒頭て

これを読み上げた。ここでリッベルトは，計画される工場規則を「憂慮すべき

企て」と非難した。これによっ て「多数の階層の人 々が，幾人かの企業家およ

び彼らの雇う監督たちの思うままにまかされることになる」。しかし同時に彼

は， 「気を静めるように」と労働者に口乎びかけている 。リッベルトに代表され

る自由主義者たちは，いまや独自に動き出した労働者を，何とか彼らの設定し

た枠内にひきとめようとしていたのである 。

　自由主義者の努力は一定の成功をおさめた。「！ユタ ソト・マノハイム」の集

会では，今後工場規則について論じる際は公開集会という形をとらず，各工場

の労働者が１０人ごとに代表を１人選出し，これに協議を委ねることが決定され

た。 また工場規則の対抗草案を作り ，これを企業家側に提出することも決議さ

れている 。草案のｆ乍成は，弁護士ファーター（Ａ　ｖ・ｔ・・）に委ねられた。彼は

進歩協会の一員であり ，国民協会ならびにプ ロイセン進歩党寄りの立場を示す

「ケムニッツ 新聞」の責任編集者でもある 。

　もっとも労働者代表の選出，工場規則対抗草案の作成，そしてその費用を賄

うための募金活動なとの労働者の行動は，自由主義者の目にはすでにやや行き

すぎと映 っていた。工場規則草案を作成する権利を労働者は法律上もたず，従

って予定される労働者代表の選出は，警察といざこざを起こすだけに終わるだ

ろう 。「ケムニッツ 新聞」に寄せられたある論説はこう警告し ，さらに次のよ

うに述べている 。「きっと本来の意に反してのことであり ，またおそらく公的

な問題ての訓練か不足しているためのことであろうか，労働者が大衆運動と見

られるような行動をとることにより ，彼らについてのこれまでの好意的な判断

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３１）
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を動揺させるような危険を冒すことのないよう期待する 。」労働者の独立した

運動につなかりうるものすへてを，自由主義者は排除しようとしたのてある 。

　２月２０日 ，各工場の労働者から選出された４００人の代表が集会を開いた。ケ

ムニッツ 機械工業のほとんどすべての労働者が代表の選出に参加したことは ，

労働考にとっ て大きな成功であ った。ただし集会では，新しい工場規則のうち

最も極端な規定についてのみ，市参事会宛の陳情書で削除を訴えることが決議

されるにとどまっ た。 閉会の挨拶のなかでヴィヅ ティヒは，「今後いかなると

きも常に法律の枠内で行動し ，平穏な態度をとる」よう参加者によびかけてい

る。

　２月２６日 ，労働者代表は再度集会を開き ，ファーターの作成した工場規則に

ついての陳情書に同意した。陳情書は１２人の代表団によっ て， 工場主側の代表

者コ：／スタノティノ・フファフ（ＣＯｎ・ｔ・ｎｔｍ　Ｐｆ・ｆｆ）と市参事会に提出された 。１２

人の代表団のうち６人は，労働者教育協会の役員抽よびメンバー である 。市参

事会はこの陳情を重視し ，すてに提出の翌日 ，３月２日にこれに関する議論を

行っ た。 数人の参事会員は，労働者の要求は不当ではないと述べた。しかし結

局この場では最終的な判断は下されず，まず専門家に意見書の作成を依頼する

ことのみが決められた。労働者の批判する工場規則は，実はすでにハルトマン

に対して参事会が認可を与えたものであ った。もし労働者の要求を聞き入れれ

ば， 参事会は以前の自身の決定を自ら疑問とすることになる 。参事会は苦しい

立場におかれていた 。

　一方工場主側は，労働者の陳情に一応文書で回答はしたものの，一切譲歩は

示さなか った。３月２５日 ，労働者の代表は再度集会を開き ，工場主側の回答を

読み上げたか，すでにその２目前に工場規則は市参事会の認可を得ていた。４

月半は，労働者は県当局に再度文書で異議を申し立てたか聞き入れられなか っ

た。

　結局工場規則は５月２８日に導入される 。労働者代表の集会はその後も９月ま

で続いたが，６月以降は疾病金庫問題だけが議論の対象とされ，これについて

の異議申し立ても成果なく終わ った。労働者の大部分は工場規則に署名したが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３２）
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騒動におよんだ場合もある 。ハルトマンの工場では何人かの労働者が逮捕され

た。 またここでは少なくとも２人の労働者が署名を拒否し，工場を去 っている 。

　工場規則 ・疾病金庫をめぐる争いは，こうして労働者側の敗北に終わった 。

ただし敗北したのは労働者だけではない。労働者の運動を自己の掌中にとどめ

ようとした自由主義者にとっ ても ，工場規則の認可は大きな打撃であ った。こ

の一件は，ケムニッツにおげる自由主義勢力の弱体をも示している 。

　「お偉いさんには感情も憐れみもない。吸血鬼だ。…遅くならないうちに

〔工場〕規則を変えろ。」ある無署名の手紙はこのように述べた。別の手紙は

「工場は監獄にな った」と言い，工場規則が修正されない場合ケムニッツは灰

の山になる ，と放火の脅しさえかけている 。ただしこのような深い失望と自暴

自棄の一方で，労働者は彼らの生活を自身の力で改善する積極的な試みにとり

くみ始めていた。機械製造工による生産協同組合の設立がそれである ら

　２　ドイツ機械製造エカンパニー

　（１）成立と成員構成

　笛同組合は，ケムニッツでは長い伝統を持 っている 。すでに１８１８年，１９人の

指物親方が共同で家具販売店を設立した。ほぽ１０年後（１８２９年），先述の手工業

者協会が信用協同組合の設立を計画したが，当局の反対にあ って実現しなか っ

た。 また１８４５年，ドイツ 最初の労働者消費協同組合と言われる「エァムンテル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
■ク」（Ｅｍｍｔｅｍｎｇ・励まし）かケムニヅソに設立されている 。さらに１８４９年１０

月に結成された三月革命期の労働者組織ｒ般アソソィアソィオノ」は，消費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
協同組合として活動し ，かなりの成功を収めた 。

　革命後の反動期にも ，協同組合の伝統が途絶えることはなか った 。１８５４／５５

年には仕立工 ・製靴工か原材料購入協同組合を設立している 。すてにこれに先

立つ１８５１年には，手工業者協会か「営業者のための前貸銀行」を設立した。ま

たこの協会のイニシァティヴで，貧困家庭のための住宅建設を目的とする協同

組合が，数人の工場主の支援を得て設立された。この他に生産協同組合的な試

みとして，安価なバノの供給を目的とする製バン所が，ある織布親方のイニシ

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３３）
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アティヴで１８５３年に設立されている 。上の住宅建設組合と同じく ，この製パソ

所の資金は株式によっ て調達された。同年１０月にメンバー は３０９人を数え，そ

の大部分が織布工である 。成員数はその後さらに増加し ，翌年には１ ，ＯＯＯ人を

こえた。この協同組合には「般アソソィアソィオ■」のかつてのメ：／ハー か

多数参加しており ，革命期の運動との連続性をうかがうことができる 。労働者

教育協会が自身で消費協同組合を設立したことは，すでにふれた。この他にも

例えば１８６３年にある織布親方が相互共済協同組合を設立し ，これも消費協同組

合に発展した。１８６４年には，労働者教育協会のそれを含むケムニッツの８つの

消費協同組合が中央委員会を設置し，業務の共同をはか っている 。ただし加入

団体の利害の対立から ，実際の効果はわずかにとどまっ た。 さらに１８６６年，ケ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
ムニッツ 株式紡績工場の労働者 ・職員が消費協同組合を設立している 。

　１８６３年３月２８日 ，数人の労働者が会合を開き ，機械製造のための生産協同組

合を設立することを決定した。続く二度の会合には４０人から６０人ほどの参加者

があり ，あらかじめ作成された規約案が採択された。設立される企業の名は

ｒトイソ 機械製造エカソパ ニー」（Ｄ・ｕｔ・・ｈ・ Ｍ… ｈｍ・ｎｂ・ｕ－Ａ・ｂｅｌｔ・・一Ｃｏｍｐ・ｇｍｅ）

とされた。「ドイツ」という付称のうちに，全国の先駆けになろうという労働

者の意気込みが表れている 。

　カンパ ニー は株式会杜の形態をとっ た。 ザクセソのみならずドイツには当時

なお協同組合法かなく ，法的には株式会杜の形態をとるほかなか ったのてある 。

できるだけ多くの労働者か参加しうるよう ，　株の価格は２５Ｔｌｒ という低額

に抑えられ，さらに１人４株までという制限が加えられた。当初３００株ほどさ

ばげれば充分と考えられたが，すでに同年８月までにその倍以上の申し込みが
　　　６）
あっ た。 工場が発展すれは，やかてすへての株主かここて働くことかてきるだ

ろうと期待されていた。製品の中心は紡績機におかれた。作業機と比べて ，紡

績機の製造に必要な機械の調達費用はわずかですんだからである 。

　同年４月初め，クロスターミューレ（修道院製粉所）と 口乎ばれる工場建物の

所有者との交渉の結果，労働者はこの物件を年１，０００Ｔ１ｒ二で賃借しうることに

なっ た。 さらに廃業したある機械工場から ，機械や材料を有利な価格で手に入

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３４）
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れることが可能にな った。クロスターミューレは，２０年あまり前（１８４１年），リ

ヒャルト・ハルトマン が工場を開設した場所である 。しかし４月２１日 ，契約署

名の直前にな って ，この建物は火事で焼け落ちた。原因はおそらく放火と考え

られ，労働者協同組合に対する妨害行為であ った可能性も否定しえない 。

　別の物件の賃借交渉が失敗に終わ った後，ある繊維機械工場が３叩００Ｔ１ｒ

で売りに出された。工場は比較的大規模なもので，広い敷地と複数の工場建物

のほか，蒸気機関や多数の作業機も同時に取得しうる 。上昇を続ける地価や今

後の都市計画を考えた場合比較的安い買い物と思われ，同年６月 ，協同組合の

発起人はこの工場の買い入れを決めた。必要な資金の大部分は工場敷地を低当

に入れて調達されたが，それでも現金払いの必要な部分はかなりの額にのぽ っ

た。１８６３年７月１１日までに，分割払いの一部として４，Ｏ００Ｔ１ｒ．がもとの工場所

有者に支払われている 。この資金は，発行株式への払い込み金によっ て賄われ

た。

　この頃まてに株主数は約３００人に達していた。カ：／バニーの株主の職業別構

成比率については，１８６５年末の時点における以下のような数値が得られる（か

っこ内は取得株数の比率）。 すなわち旋盤工３４４％（３６３％），錠前工（機械仕上工）

２２ ．７％（２６．６％） ，指物工１２．９％（８．９％） ，工場労働者１２．５％（１２ ．８％），工場主
５． １％（５．３％），鍛冶工４．１％（３．５％），商人３．５％（３．５％），弁護士３．Ｏ％

（１ ．３％），織布親方１ ．２％（Ｏ．９％），材木商Ｏ．４％（０．５％），仕立親方０．２％

（Ｏ ．５％）。 見られるように，株主数 ・株数とも全体の９割近くを労働者が占め

ている 。特にリヒャルト・ハルトマンの工場の労働者が多くを数え ，１８６４年４

月の時点で１５０人以上，全株主のほぽ半数におよんていた 。

　一方カ：■パ ニーの株主には工場主 ・商人 ・手工業親方 ・弁護士も含まれ，株

主数 ・株式数のいずれについてもあわせて１０％以上を占めている 。ただし彼ら

がこれに参加したのはカソパ ニー が設立された後のことであり ，とくに工場

主・ 商人の場合，カソパ ニーとの取引の都合から株主となるのが通例であ った 。

協同組合の指導部も ，支配人１人を除けばすべて労働者から成っている 。機械

製造エカ１■バニー はまさに労働者の企業であ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３５）
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　ところで上に見た株主の職業構成からは，さらにカノパ ニーの担い手か主と

して熟練の金属労働者であ ったことが知られる 。彼らは機械工業の熟練工であ

り， 高度の手工業的執練を備えた労働者中のエリートてあ った。その比較的高

い賃金収入は，協同組合の株式を購入するだけの財政力を彼らに与えていた 。

また自身で工場を設立し運営するための知識と技能を，彼らは充分に備えてい

ると確信していた。すでにわれわれは，これらの労働者がケムニッツ 労働者教

育協会の中心的 メンバー であ ったことを指摘しておいた。機械工業の熟練工は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
労働者運動に最も積極的に関わ った労働者集団の一つでもある 。

　さて工場の購入によっ て労働者は，不安定な賃借に頼る必要から解放され ，

信用の調達にとっ ても有利な条件を得ることにな った。ただし１８６４年６月まで

カンパ ニー はザクセソ政府の認可を得られず，これが信用調達を困難にする要

因とな っていた。また工場の開設にはあわせて１５，０００Ｔ１ｒ．の自己資金が必要

であり ，これはすでに発行された株式の額をこえていた。さらに経営資金かこ

れに加わる 。組合の設止委員会は，労働者に株式の購入を訴えたか，結果は期

待を裏切るものだ った。組合企業に対して ，多くの労働者はなお不信感を抱い

ていたのである 。

　また，工場主による妨害の影響も無視することはできない。カノバニーの一

員となる労働者に対しては，解雇の脅しがかけられた。ハルトマンの工場では ，

株主とな った労働老が退職するとき ，その退職証に赤イノクで「株」と目印が

つけられた。新しい職場を探す際，彼らは退職証を提示せねばならない。こう

して市内の別の工場で働くことが困難にされたのである 。ただし全体として見

れば，企業家による妨害は，なお控え目なものにとどまっ ていたようである 。

ヵノパ ニーの株主とな った労働者は　般に最も有能な執練工であり ，彼らと対

立することは企業家にとっ て必ずしも有利ではなか った 。

　１８６３年５月６日 ，ドイツ 機械製造エカンパニー は正式に発足した。実際に生

産を開始したのは７月初めのことである 。当初４人だ った工場の労働者は，同

年末には５４人にまで増えた。もっとも組合の財政はなお困難な状態にあ った 。

１８６４年２月の時点における組合の資産構成を見ると ，２４８人の株主による３４５株

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３６）
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分の払い込み金が６，９１３Ｔ１ｒ
．， メンバー からの借入金３，０７１Ｔ１ｒ

．， 貯蓄金庫の預

金（一株取得するだけの資金を持たない労働者が，やがて株主となるために積んでおい

たもの）５０５Ｔ１ｒ
．， 支配人からの借入金５，０００Ｔ１ｒ．とな っている 。この資金のう

ちからすでに１０，０００Ｔ１ｒ．が敷地購入のために支払われており ，残る５，４８９Ｔ１ｒ

から経営資本と ，さらに工場購入のための分割払いの費用が賄われねぱならな

かっ た。

　労働者はシ ュルツェ・ デリッ チュ に資金援助を求めた。当時「労働老の使徒」

（Ａ・ｂ・ｉｔ…ｐ・・ｔ・１）として絶大な支持を得ていた彼は，１８６３年９月にケムニッツ

を訪れ，公開集会で講演を行うほか，機械製造エカソパ ニーの工場を自ら視察

してもいる 。カソパ ニー を設立した労働老が，すでに以前からシ ュルツヱ の協

同組合運動を知っていたことは確実である 。われわれはここで，シ ュルツェ の

協同組合思想および運動について ，とくに生産協同組合の問題に注目しながら

若干の コメ：■トを行 っておこう 。

　（２）シ ュルツェ・ デリッ チュ

　生産協同組合は，シ ュルツェ の協同組合構想のなかで「頂点」の位置を与え

られている 。彼によれぱ，ここにおいては各人が企業家であると同時に労働者

であり ，資本と労働の真の宥和が実現される 。また大資本との競争に耐え，不

況をのりきるに充分な資本を集積することは，労働者のみならず手工業者にと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
っても ，生産協同組合に結合することによっ て初めて可能になる 。

　シ ュルツェ の最大の関心は，手工業の安定にあ った。ただしそれは同時に労

働者の状態の改善にも寄与する 。まず彼は，古典派経済学の賃金基金説に従 っ

て， 労働者の賃金上昇の可能性は賃金基金の拡大にこそある ，と考えた。そし

てこの賃金基金の拡大は，一つには原材料購入 ・信用協同組合の助けをえて手

工業が安定し，あるいは小親方が企業家に上昇することによっ て， また一つに

は， もはや独立して生産する能力のない手工業者および賃労働者が生産協同組

合に結合することによっ て実現される 。さらに　般の企業家は，生産揚同組合

に労働者を奪われぬよう ，企業利潤の分配を求める労働者の声にも応じざるを

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３７）
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えなくなる 。これらが実玩されれぼ，企業ならびに生産協同組合の生産増に労

働者自身が関心を持つようになるであろう 。こうして協同組合は，杜会全体の

繁栄をもたらすことになるのである 。

　シ ュルツヱ の実現しようとした杜会は，ほぽ同じ規模の中小企業が競争する

単純な市場経済であ ったと言える 。生産協同組合への結合による経済的独立に

よって ，あるいは利潤への参加を通じて ，賃労働者にも中間層への上昇の道が

開かれるはずであ った。別の機会にわれわれは，「『中程度の存在』から成る無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）階級の市民杜会」という初期自由主義者の未来像について論じたことかある
。

われわれは，シ ュルツェもまたこのような未来像を共有していた，と言 ってよ

いだろう 。ただし彼の主導する協同組合運動の実際の展開は，このような理想

とは必ずしも一致しない発展をたどっ ていた 。

　まずさまざまな種類の協同組合のうち，シ ュルツヱ の活動の当初（１８５０年代）

から成功を収めたのは信用協同組合のみであり ，原材料購入 ・製品販売協同組

合の発展はおくれた。消費協同組合は１８６０年代に入 って急速に発展するが ，

「頂点」とされた生産協同組合の数はわずかであ った。シ ュルツェ自身の確認

するところによれば，１８６５年の時点でドイツ ・オーストリアには，信用協同組

合が９６１，消費協同組合が１５７，原材料購入協同組合が１４３，販売協同組合が３０
，

そして生産協同組合が２６存在した。信用協同組合および消費協同組合はその後

も増えつづけるが（１８７５年にそれぞれ１ ，０３４ ，２ ，７６４），原材料購入 ・販売協同組合

はほぽ同じままにとどまっ た。 また生産協同組合は１８７０年に７４．１８７５年に１９９

と増えている 。

　信用協同組合の優位は，シ ュルツェ が会長をつとめる協同組合の連合体の加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
入組織に限 った場合，さらに明らかである 。すなわち１８６５年にこの連合に属す

る５６７の協同組合のうち，信用協同組合が４９２と圧倒的多数を占めていた。これ

に対して原材料購入 ・販売 ・生産協同組合はあわせて４３，消費協同組合も３２に

すぎない。このような状況に対しては，自由主義陣営内部からも疑問の声かあ

がっ ている 。例えぼヴ ユルテンベルクの銀行家で邦議会議員でもあ ったＥ ．プ

ファイファー（Ｐｆｅｉｆｆｅ・）は，労働者向けの協同組合，つまり消費 ・生産協同組

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３８）
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合の促進に連合は熱心でない，と批判した。実際 シュ ルツェ 個人について見て

も， 協同組合に関する実践上 ・文筆上の活動は，１８５０年代末以降ほとんど信用

協同組合にのみ集中している 。

　さらに問題なのは，協同組合の加入者，とりわけ信用協同組合のメノハーの

かなりの部分が上層中間層から成り ，シ ュルツェ が本来念頭においていた手工

業親方 ・労働考（これらをシ ュルツェ は「勤労諸階級 ・・
ｂ・ｉｔｅｎｄ・ Ｋ１・…ｎ」として一

括する）の数を上回 っていたことである 。若干時期か後になるか，１８７０年にお

ける５０７の信用協同組合のメ１バー２０１ ，１５０人の構成は次のようであ った。まず

「勤労諸階級」に属する者として ，自営手工業者７７，３５６人，工場労働者 ・鉱山

労働者 ・手工業職人９，４１９人，農林漁業労働老４，８５７人，下級官吏ならびに職

員・ 船員 ・給仕３，９３９人，奉公人 ・召使２，０８３人，商店員１ ，１７４人，以上計

９８，８２８人があげられる 。これに対して上層中間層と見なしうるのは，農民 ・庭

師・ 山林業者 ・漁師３９，６９６人，商人１９，９８９人，医師 ・薬局店主 ・芸術家 ・作

家・ 官吏１５，２８８人，運送業者 ・船主 ・旅館（居酒屋）主人１０，２２５人，年金 ・金

利生活者およぴ無職１０，２９０人，工場主 ・鉱山主 ・建築企業家６，８３４人，以上計
　　　　　　　　１１）
１０２ ，３２２人であ った 。

　またこれらの協同組合が供与する信用の形態を見た場合，小手工業者や農民

向げの前貸手形や借用証による取引の額が全体として停滞ないし減少ぎみであ

ったのに対し，富裕な層が好んで使う割引手形および当座勘定取引の額は増加

してい った。１８８０年の時点で両者はそれぞれ約６億５千万Ｍ．と約７億９千万

Ｍ． であり ，その比率はほぽ１対１ ．２とな っている 。すでに１８５９年にシ ュルツェ

は， メ■ハーの大半か富裕な中間層から成るいくつかの信用協同組合に対して ，

貧しい層を排除しないよう求めている 。揚同組合運動の内部で，本来の対象で

あるべきｒ下」に対する閉鎖の傾向が現れていたのである 。

　また ノユ ルソェ の協同組合思想は，自由主義者のあいだても必ずしも全面的

な支持を得ていたわけではなか った。確かにシ ュルツェ自身が中心的人物の一

人とな った「ドイツ国民経済会議」（自由貿易論者の結集体）では，１８５８年の第

一回会議で協同組合を積極的に支持する決議が採択された。ただしその際生産

　　　　　　　　　　　　　　　　（９３９）



　１２２　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第６号）

協同組合は，この決議の対象から除外されている 。会議の中心人物の一人Ｍ ．

ヴィルト（Ｗｉ・ｔｈ）は，シ ュルツェ が生産協同組合を過大評価していると批判

した。ヴィルトによれぼ，手工業者 ・賃労働者の生産協同組合への結合は，結

局のところ個人の「自己否定」でしかない。シ ュルツェ がいわぼ「集団的自

助」を追求したのに対し，ヴィルトは，自助はあくまで「個人的自助」である
　　　　　　　　　　　　１２）
べきだ，と主張したのである 。

　１８６３年の第一回ＶＤＡＶ大会でも ，生産協同組合についての意見は分かれて

いる 。口１■ドン万国博に労働者代表の一人として派遣されたＪ．Ｃ．ビ ックハル

ト（Ｂ１・ｋｈ・・ｄ）は，とくに ロヅ チテーノレの生産協同組合を訪ねて強い印象を受

け， この先駆的な試みにドイツの労働者が続くべきだ，と訴えた。また先のヴ

ィルトの弟Ｆ ．ヴ ィルトは，成立したぼかりの「ドイツ 機械製造エカソパ ニー」

に言及し，次のように述べている 。「しかし現在ドイツでも生産協同組合の設

立が始まっ ている 。ケムニッツの機械労働者のアソツィアツィオンがこの点で

先に立ち，ドイツでも生産協同組合が可能であることを証明している 。」

　これに対してＭ．ヴィルトは，近年生産協同組合が実際以上に重きをおかれ

ている ，と述べ，その過大評価を戒めた。彼によれぼ，この種の協同組合はど

こでも実施可能というわけではない。実際１８４８年にフランスで約２００の生産協

同組合が設立されたが，そのほとんどが失敗に終わ っている 。彼によれぼ，多

くの労働老はむしろ自身の力で独立しうる 。貯蓄協同組合や消費協同組合は ，

若い労働考が独立資金を蓄える助げとなるだろう 。また信用協同組合を通じて

経當資本の調達が可能になる 。さらに原材料購入 ・販売協同組合が，経営の順

調な発展を助けるだろう 。ウィルトはさらにもう一つ，なお　般の議論にはの

ぼっ ていない新たな種類の協同組合の有用性を強調した。すなわち原動力 ・機

械を備えた工場を共同で設立し，組合員がそれぞれ独立した経営者として個 々

にこれを利用する ，という形の協同組合である 。このような協同組合なら ，あ

る組合員が破産しても他の組合員が共同責任を負うことはない 。

　結局大会では，「シ ュルツェ・ デリッ チュ の提案に従 って貯蓄 ・前貸 ・消費 ・

販売倉庫等の経済的協同組合を設立すること ，および原動力 ・機械を備えた工

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４０）



　　　ケムニッツの労働者運動とドイツ 機械製造エカソバニー（１８６３－６７年）（山井）１２３

場を共同で利用するための協同組合を設立すること」が望ましい，との決議が

ほぼ満場一致で採択された。生産揚同組合については，この問題を検討する委

員会が設置され，大会に参加したケムニッツ 労働者教育協会の代表Ａ．ラビウ

　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
ス（Ｒ・ｂ・ｕ・）か委員の一人に選はれた 。

　翌年の第一回ＶＤＡＶ大会て ，ラヒウスは生産協同組合についての報告を行

った。「できるだけ多くの生産協同組合を設立することが望ましい。これによ

って ，賃金の上昇と労働時間短縮にきわめて大きな影響を及ぽしうるからであ

る。」このようなラビウスの決議案に対しては，しかしふたたび異議が唱えら

れた。結局大会では，「各地の事情，人的 ・財政的状況の許すところでのみ」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
生産協同組合の設立が勧められる ，というＭ．ヴィルトの決議案が採択される 。

　もっとも１８６５年の第二回大会以降，ＶＤＡＶの「左傾化」とともに，生産協

同組合に対する評価は高まっ ていっ たように思われる 。この大会，および１８６７

年の第四回大会では，先のプファイファー か生産協同組合を積極的に支持する

演説を行って参加者の賛同を得た。信用協同組合 ・消費協同組合なとで蓄積さ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
れた資金を生産協同組合設立のために用いることを，彼は提案している 。

　一方これに対して ，生産協同組合に対するシ ュルツェ自身の態度は，この間

しだいに消極的なものにな ってい った。性急に生産協同組合を設立するのでな

く， むしろそれ以外の協同組合で訓練をつむべきである 。イギリスと異なり ，

ドイツではなお協同組合精神の発展が不十分でしかないのだから。シ ュルツェ

はこう述べている 。１８６５年，協同組合連合の第七回大会で，信用協同組合の資

金援助によっ て生産協同組合を設立するという提案がなされたとき ，彼はこれ

に反対を表明している 。連合に加わる協同組合の圧倒的多数は上層中間層が主

導権を握る信用協同組合であり ，連合の指導者であるシ ュルツェ は， 信用協同

組合の利害を第一におかねばならなか った。また１８７０年，ザクセンのある生産

協同組合が彼に信用供与の仲介を依頼したとき ，この組合が，彼に近いヒルシ

ュ・トゥ：■カー 系の自由主義的労働組合のメ：／ハー によっ て設立されたものて

あるにもかかわらず，シ ュルツェ は要請を拒否した。彼がそれまでに私的に支

援した協同組合は，結局すべて破産していた。この苦い経験が，生産協同組合

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４１）
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に対する彼の慎重な姿勢の一因であ ったと思われる 。

　手工業者のみならず労働者をも対象とした ノユ ルソヱ の協同組合運動は，や

かて主として手工業者のための，とりわげ上層中間層のためのものに変質して

いっ た。 「中間的存在」への労働者の上昇を必須の要素として内包する初期自

由主義の思想は，シ ュルツヱ においても破綻した 。

　（３）発　展

　ケムニッツ 機械製造工の生産協同組合に戻ろう 。彼らがシ ュルツェ に資金援

助を求めた当時，彼はなお生産協同組合に対する支援を惜しんでいなか った 。

例えぼ１８６３年７月 ，ベルリンのある生産協同組合に対して ，彼はまず４００

Ｔ１ｒ
．，
後にさらに３００Ｔ１ｒ．の資金を融通している 。また翌年秋には，同じくべ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）ルリンの織布工生産協同組合に対して資金援助を行 った。ただしとくに多額の

資金が必要な機械工業については，シ ュルツヱ は慎重な姿勢をとっ ている 。

「機械製造工はもう２ ・３年待 って ，さらに数千Ｔ１Ｌ 貯えるべきであ った 。」

協同組合連合の１８６３年度の年次報告のなかで，ドイツ 機械製造エカソパニー に

ついて彼はこのように述べている 。ただしつづいて彼は次のようにも言う 。

「しかしこれほどの禁欲と忍耐，これほどの企業運営能力を示し，苦労して道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）をひらいた勇敢な人 々を，信用協同組合が見殺しにすることはないだろう 。」

　１８６４年４月 ，シ ュルツェ を保証人として ，ヴ ェクゼノレブ ノレクの信用協同組合

がドイツ 機械製造エカンパニー に１２，５００Ｔｌｒ．の信用供与を行った。また小額

なから！ユ ルソェもカ：／パニーの株式を購入し ，自ら株主とな った。多額の信

用供与によっ て， カノパニー は当面の危機をのりきっ た。 以後経営は一応順調

に推移する 。

　カンバ ニーの発行株式数は，１８６３年７月の３０６から１８６７年１月には５８３に

増加した。この結果得られた株式資本は，同じ期間に７，６５０Ｔｌｒ．から１４，５７５

Ｔ１ｒに増大している 。またカノハニーの工場で働く労働者の数は，１８６４年末か

ら１８６７年の破産まで６０人から９０人で推移し ，これらの労働者の大半は同時に組

合の株主であ った。例えは１８６５年７月に，８５人の労働者のうち株主は７０人を数

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４２）
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える（総株主数２８５）。

　工場の生産設備は，他企業との競争に充分耐え，大きな注文も受けることの

できるものであ った。工場は三階建てで，二つの作業ホールの他，見本置き

場・ 設計室 ・事務所がある 。隣接する一階建ての家屋には，もう一つ大きなｆ乍

業ホールと鋳造所 ・倉庫があ った。ポイラー 室からは１２馬力の原動力が供給さ

れる 。作業機としては旋盤１１台，平削盤１台，ボーノレ盤１台，鋳物研磨機２台 ，

丸鋸１台が備えつげられていた。さらに１８６３年末に，フライス 盤１台，ねじ切

り旋盤１台，二重旋盤１台，そして火床のための換気装置が，合計約２，０００

Ｔｌｒ で購入されている 。綿糸　硫毛糸（Ｓ位・１・ｈ－ｕｎｄ　Ｋ・ｍｍｇ・ｍ）紡績機か主な

製品であ ったが，それ以外に伝導装置 ・歯車のような部品もつくられた。製品

の販路は，ケムニッツ周辺のみならずドイツ 全国の紡績業者におよび，さらに

ポーラノドや ロシアにまで輸出された 。

　１８６５年半はまての一営業年度にカノパ ニー は３，９８２Ｔｋの黒字をあげ，株主

には５％（９３８Ｔ１・．）の配当が行われた。もっとも１８６４年１２月の別の決算によれ

は利益は約５０Ｔ１ｒにすぎず，上の数字には疑問も残る 。株主やそれ以外の労

働考の支援を得るため，外部向けにあえて実情を上回る数値があげられたのか

もしれない 。

　もっとも機械製造エカノパニーの意味を，たんに経済的業績のみて判断する

ことは正しくない。１８６４年の第二回ＶＤＡＶ大会で，先にふれたラビウスは ，

カンパニーの状況にふれながら次のように述べている 。「われわれはむしろ労

働者身分の向上をはからねぼならない。そしてそのためには，賃金 ・労働時間

に大きな影響を及ぽすことのできる生産協同組合を頼みとせねぼならない。労

働時間が短縮されれば，労働者も自身の教育のための時間を獲得することがで
　　　　　　１８）
きるだろう 。」。 またカンパ ニーの業務報告のなかで委員会の委員長ラ ッシ ュ

（Ｌ．Ｌ…ｈ）は，この生産協同組合を，「大きな理念の全面的な実現に半世紀先

立ち，他が追随すべき模範例」と位置づげている 。

　揚同組合思想の啓蒙のために，１８６５年８月には毎週株主集会を開くことが決

められた。集会ではたんにカンパニーの経営上の問題だけでなく ，とくに労働

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４３）
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者教育に関わる問題か議論された。さらに株主集会は，ときにケムニヅソの労

働者集会に拡大して開かれ，市内の全労働者への運動の拡大がはかられた 。

　この間カソパニーの組合員は，シ ュルツェ・ デリッ チュ に対する信頼を深め

てい った。組合の事務室には彼の肖像が飾られた。ＶＤＡＶの機関紙に掲載さ

れたある組合員の投書は，ｒ自助の原理を固守せよ」とシ ュルツェ の主張を支

持する一方，ケムニソソ 市内に現れたラサ ール派については批判的な目を向け

ている 。すなわち約２０人からなる「そのメノバー はほとんどが青二才で，すぐ

に血気にはやる奴らぼかりから成 っており」 ，ケムニッツの機械製造工の間で
　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
はほとんど支持を得られないだろう ，と 。しかしラサ ール派に対する労働者の

態度は，実際にはさほど単純ではなか った 。

　（４）ラサ ール派

　１８６３年３月 ，ドイツ 労働者会議召集のための中央委員会が当初の目的を放棄

し， ラサ ールの提言にしたが って労働者政党の結成に転じた経緯についてはす

でにふれた。ライプツィヒの労働者集会で当地におかれた中央委員会が解散し ，

「全ドイツ 労働者協会」（ＡＤＡＶ）結成のための新たな委員会が組織されたのは ，

　　　　　　　　　２０）
３月２４日のことである 。

　その６日後，ケムニッツ 労働者教育協会はこの決定に抗議して ，次のような

見解を表明した。すなわち政党を結成し，政治的方法によっ て労働老の経済的

諸問題を解決しようとすることは，「ドイツの労働者協会の圧倒的多数がこれ

まで追求してきた，経験上有用であることの明らかな方向，すなわち学校や教

育団体によっ て労働者の教養を高め，さらにあらゆる種類のアソツィアツィオ

ンの設立によっ てその物的状態を改善するという方向と ，明らかに矛盾する 。

・われわれはこのような運動には加わらない。われわれは，われわれの律大な

師， きわめて功労あるシ ュルツェ・ デリッ チュ 氏がドイツの労働者に示した有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１）
益な道に，あくまで忠実にとどまるであろう 。」

　同年６月に開かれたＶＤＡＶ第一回大会の発起人に，ケムニッツ 労働者教育

協会は名を連ねている 。ＶＤＡＶは，５月に成立したＡＤＡＶに対抗して結成

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４４）
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された労働者協会の連合体であり ，ＡＤＶＡと異なり ，労働者と自由主義的名

望家層の共同を維持しようとはか った。しかし周知の通り ，やがて内部でべ 一

ベル ・リープクネヒトら労働者独自の運動を追求する勢力が強まり ，ついに

１８６８年の第五回大会て ，第一イ■ターナノヨ ナル綱領の採択をめくっ て左右に

分裂する 。

　先にふれたようにケムニッツ 労働老教育協会は，このようなＶＤＡＶの左傾

化の動きには従わなか った。この組織の分裂に際し，協会は右派少数派に従 っ

　　　　　　　　　　　２２）
てＶＤＡＶを脱退している 。こうして協会の「右寄り」の姿勢は明らかである

としても ，しかしケムニッツの労働者が，ラサ ール派に対してつねに敵対的で
　　　　　　　　２３）
あっ たわげではない 。

　ラサ ール派・ＡＤＡＶの支部組織かケムニソソに成立したのは１８６５年半はの

ことである 。７月の時点でその成員は１３人にすぎず，ごく小規模なものであ っ

た。 同年９月２９日に開かれた公開労働者集会は，ケムニッツにおけるＡＤＡＶ

の最初の大規模な攻勢であ ったと思われる 。この集会の開催された当時，ケム

ニッツの労働者のあいだには，ある事件をめぐっ てかつてないほどの興奮が渦

まいていた 。

　事件の発端は，ヨハネ教会の若い牧師補Ｃ ．ぺ 一ター（Ｐｅｔｅ・）が９月１０日の

収穫感謝祭で行った説教にある 。「神とマモノ〔富と強欲の神〕の両者に仕え

ることはできない」と題する説教のなかで，ぺ 一ター は， 工場での長時間労働

によっ て労働者の家庭生活か崩壊の危機にある ，と述へ，昼休みを２時間に延

長し ，家族がそろっ て昼食をとる時間を保証するよう求めた 。

　教会という予期せぬ方面からの攻撃に，工場主層は激しく反発した。ぺ 一

ターの本来の意図は，ともに食事をする場を通じて信仰が維持される ，という

ことにあ った。しかしこれまでいわば宿命的なものと受けとられてきた労働時

間を疑問としたことは，工場主および市当局の神経を刺激するに充分であ った 。

ある新聞によせられた匿名の投書は，「神の国から産業の国への不当な干渉だ」

とぺ 一ター を非難した。またある靴下工場の経営者は，労働時間を短縮すれば

国富にかなりの損失が生じることになる ，と論じている 。彼によれば，作業時

　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４５）
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間をずらして昼休みを延長しても ，ただでさえ少ない夕方の自由時間を縮める

だげだし ，また市外に住む労働者はいずれにしろ自宅に戻ることはできない 。

ぺ一ター はくりかえし反論したが，それは事態を悪化させるばかりであ った 。

　結局１８６５年９月３０日 ，ザクセソの文化 ・公教育省は，今後説教の場で杜会問

題を論じてはならないと命じ，またべ 一ター 本人についても ，新聞紙上でこれ

以上議論を続けることを禁じた 。

　こうしてぺ 一ター 個人については一応の決着がついたのであるが，しかしこ

の間労働者自身がこの問題について発言し，事態は新たな展開を示していた 。

「ケムニッツ日報」には，２２人の工場労働者の署名を持つ投書が送られた。９

月２８日 ，労働者教育鴇会はこの問題について次のような決議を行 っている 。

「われわれは，労働者の肉体的 ・精神的な健康のために，労働時間を１１時間半

に短縮することがきわめて必要であると考える 。…昼休みを２時間とすること

によっ て短縮するか，あるいは夕方の労働時間を短くするかは，今後の検討に

委ねる 。」２時間の昼休みというべ 一ターの提案は，こうして労働時間短縮と

いう　般的な問題に発展した 。

　もっともこの頃ケムニッツ 労働者教育協会は，すでに労働者に対する影響力

を大幅に失い，その活動は停滞していた。上の決議のイニシアテイヴをとっ た

のは，労働者よりはむしろ自由主義的名望家層であ ったと思われる 。労働老に

自由な時問を与えることは，彼らの重視する労働老の自己教育の不可欠の前提

でもあ った。ただし労働者自身もこの問題について積極的に発言を行 っている 。

ブルジ ョア寄りの新聞は労働者の意見をとりあげようとしなか ったため，彼ら

は有料の意見広告を出して工場主層の態度を批判した。しかもその際労働者教

育協会等既存の組織でなく ，ある工場の労働者集団が署名者となるというよう

に， 独自の集団行動がとられていたことが注目される 。

　１８６５年９月２９日のラサ ール派による集会では，おそらくこの労働時間短縮問

題が議論の中心とな った。さらに１０月２１日にもＡＤＡＶのメノバー による集会

が開かれ，多数の労働者が参加した。またこの集会の後，多くの労働者が

ＡＤＡＶに加入したと言われる 。集会で演説を行ったフリッ チェ の報告によれ

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４６）
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ば， ケムニッツには１００人のＡＤＡＶメ１■バ ーがおり ，彼らの多くはハルトマ

ノの工場で働く機械製造工であ った 。

　少なくとも何人かのＡＤＡＶ構成員は機械製造エカ■バニー に参加しており ，

しかも後者の指導的止場にあ ったことの確認される者もいる 。例えは先にふれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）たカンバニーの委員会の委員長ラ ッシ ュは，その一人であ った。ラサ ール派に

対するカソパ ニー 成員の批判的な発言は先に紹介した。しかしラサ ール派に対

する態度が敵対ぱかりであ ったわけではない。１８６５年１２月１１日のカソパニー 委

員会の会議て「われわれの企業の原理〔労働者の自助による協同組合〕に反対

するラサ ール派」について議論がなされた際も ，彼らの活動は，「われわれに

とっ て実際のところ決して妨げとなるものではない」との発言がなされ，また

ある委員は，ＡＤＡＶ支部の毎月の集会に委員会のメンバー ができるだけ参加
　　　　　　　　　２５）
するよう提案している 。

　１８６３年３月のラサ ールの『公開答状』以来，協同組合をめくる議論は，ノユ

ルツェ の言うように設立資金を労働者の自己資金によっ て賄うべきか，あるい

はラサ ールの言うように，国家の資金援助によっ て設立される生産協同組合に

よっ てのみ労働者の解放が可能であるか，という相いれない両論の対立として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）展開した。しかし自助か国家援助か，という「誤 った選択肢」（ナアマン）は ，

労働者の行動を必ずしも拘束してはいない。実際に協同組合の設立 ・運営にと

りくむ者にとっ ては，慢性的な資金不足のなかで，「自助でも国家援助でも」

資金を獲得することこそが問題てあ った。　般の労働者は純粋な理論家ではな

い。 彼らにとっ ては，自身の企業の成功こそが重要だ ったのである 。

　（５）破　産

　終結に向かおう 。カンバニーの経営に困難は山積していた。とりわけ資金繰

りの問題はつねに経営陣の頭を悩ませた。注文は良好であ ったにもかかわらず ，

組合はつねに資金不足に苦しんでいた。代金の支払いが製品の納入後に行われ ，

この間かなりの資金を寝かせておかねぼならなかったことが大きな理由である 。

さらに一旦経営に不安か玩れるや，株主はただちに資金をひきあげようとした 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４７）
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　また労働者には経営管理 ・販売の能力が欠けていた。すでに手紙の文体 ・正

字法の誤りなど，ごく初歩的な点で問題が生じている 。１８６４年末の決算では

２１，０００Ｔ１ｒ 分の支出の領収書かなく ，また帳簿も一冊紛失していた。ただし

その後，ヴ ェクゼルブルク信用協同組合の理事長Ｒ．フレーナー（Ｆ・６ｈｎｅ・）の

指導下で ，簿記 ・資材管理 ・署名の権限 ・賃金表作成等の整備かなされた。先

に見た通り ，この信用協同組合は１８６４年春にカンパ ニー に巨額の資金援助を行

っている 。その際 フレーナー自身株主となり ，以後「黒幕」的な影響力を行使

した 。

　工場の運営のためにカンパ ニー はすぐれた支配人の獲得につとめたが，これ

もうまくはいかなか った。とくに最初の支配人Ｅ ．ボニッツ（ＢＯｎｉｔ・）について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
は問題が生じている 。彼はラサ ール派の一員であり ，工場主側の作成した工場

規則への署名を拒否して ，機械工場の支配人の地位を失っていた。木型製造工

として彼はすぐれた熟練をそなえていたが，しかし経営者としての手腕には大

いに問題かあ った。彼についてはさらに，市内の工場主層から高い地位を約束

され，意図的にカンパニーの破産をはか ったとの嫌疑さえかけられている 。委

員会での長い揚議の末，１８６５年４月初めにボニッツは解雇された。ただし彼は

組合にかなりの資金を預げており ，これを返却するまでの保証として ，工場の

機械すべてを３，ＯＯＯ　ＴｌＬで彼の抵当に入れねばならなか った。ヴ ェクゼルブル

ク信用協同組合からの新たな信用供与により ，カソパ ニー はようやくポニッツ

から離れることができた 。

　工場の現場では，労働者の規律の欠如か問題てあ った。１８６５年２月に市参事

会に提出されたカノパニーの工場規則を見ると ，１８６３年に市内の機械工場に導

入された工場規則一これに対する反対がカンパ ニー 設立の重要なきっ かけであ

ったことはすでに見た一とは，いくつかの点で大きな相違を示している 。例え

ば労働時間はいずれの場合も週６５時間であるが，工場主側の工場規則の場合 ，

仕事の終わる時間は工場主が毎日自由に決定しうる 。これに対してカンパ ニー

では，毎日の就業時間が明確に定められていた。また労働者の憤激をか った多

くの処罰規定は，カンパニーの工場規則には存在しない。しかしこのような措

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４８）
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置の前提として期待された労働者の自発的な服従は，充分には得られなか った 。

自身が株主であるという意識から，ある労働者は職長に反抗して次のように述

べている 。「お前が俺に指図するなんてとんでもない。俺はお前の監督下にな

どおかれてはいないのだ 。」

　さらに組合の指導者内部でも ，経営上の決定等をめぐる個人的ないさかいが

絶えなか った。ヵンパ ニー の発起人の一人であり ，有能な職員でもあ ったＡ

フラ：■テス（Ｂ・・ｎｄ・・）は，１８６５年７月に組合を去 った。この年の後半には，委

員会の委員長をつとめ，多くの株主の信頼を集めていたラ ッシ ュも組合から離

れた。同年７月にポニッツがふたたび支配人の地位についており ，ラ ッシ ュの

離脱はこれに抗議してのことと思われる 。ポニッツの再任は，彼のもつ多額の

資金を借り入れる必要によるものであ った。１８６５年末にはさらに何人かの役員

がカンバ ニー を去 っている 。とりわけブラソ デス ・ラ ッシ ュという協同組合思

想の熱心な唱道老が失われ，指導部は弱体化した 。

　１８６６年のプ ロイセノ ・オーストリア戦争は，カンパニー に決定的な打撃を与

えた。戦争による不況のなかで新たな注文は止み，過去の注文もつぎつぎに取

り消された。プ ロイセノ軍はケムニソソをも占領下においた。重要な運輸手段

である鉄道交通は途絶え，金融市場て資金を得ることもほとんと不可能にな っ
２８）

た。 市内のほとんどの工場は操業短縮を強いられ，いくつかの企業は生産を完

全に停止した。株主の一人である労働者は，窮状のなかでカノパニーの委員会

に次のように訴えている 。「他日仕事が得られるという保証を求めて，私は組

合に加入しました。『一人は皆のために，皆は一人のために！』このモットー

に共感し ，それでメソバー になろうと思 ったのです。このモットー を， 今私は

自分のために利用してもよいだろうと思います。…働く時間が短くな ったため ，

最低限の生活に必要な稼ぎすら得られないでおります。そこで，家屋管理人の

職につくことがてきないか，委員会にお尋ねいたします。私か株主であること

を御考慮下さい。玩在の管理人は，当地の出身者でもなげれは株主でもありま

せん。私はこれまで，人を押し退げてまで仕事につこうとしたことはありませ

ん。 現在の状況，私の全財産が組合の二株しかないという状態が，このような

　　　　　　　　　　　　　　　　（９４９）
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お願いをさせるのです 。． 家具や世帯道具はすでに質に入れてしまいました 。」

　カソパ ニーの財政は１８６６年秋にはほとんど破綻し ，工場の機械を売却せざる

をえなくな った。買い手とな ったのは再びボニッツである 。彼は３，３００Ｔ１ｒ．で

重要な機械をすべて買い取 った。ただし契約によっ てこれらの機械はそのまま

カンバニー に賃貸され，生産は継続された。こうして一旦危機は脱せられたも

のの，すでに破局は免れなか った。注文を受げた何人かの顧客が破産し ，

２，０００Ｔ１Ｌの損失が生じた。満期にな った４，ＯＯＯ　Ｔ１Ｌの手形債務をカソパ ニー

は返済できず，さらに６，０００Ｔ１ｒ．の手形の満期が近づいていた 。

　１８６７年４月 ，カンパ ニーの建物は裁判所によっ て差し押さえられた。委員会

の一員であり ，協同組合思想の熱心な擁護者であ ったフレンツェ ル（Ｆ

Ｆ・・…１）は，危機を克服するために結集するよう労働者に訴えた。カノハニー

の挫折はカノパ ニーのみの問題ではない。むしろそれは，「自助のための改革

を求める労働者身分すべてにとっ て…精神的な，そして政治的な敗北」である ，

と。

　同年６月 ，カ■バ ニーの委員会は株主に回状を送り ，同封したリストに払い

込み可能な金額を記入するよう求めた。破産を阻止するためには３，０００から

４，０００Ｔ１ｒ．の資金が必要であ った。全部で３２０人ほどの株主のうち，翌月まで

に約２００人がこれに応じ ，１，９００Ｔ１ｒ．ほどの資金が得られることにな った。し

かしこうして得られる資金にしても ，カノパ ニーの救済には足りない 。

　７月１５日 ，レストラソ「シ ュタ ット・ ケルン」で最後の総会が開かれ，カ１■

パニーの解散が決定された。ドイツ 機械製造エカノパニー は， ４年間にわたる

活動をこうして終えたのである 。ただし総会では，新たな協同組合を設立する

という提案がほぽ満場一致で採択され，７人から成る創正委員会がただちに選

出された。ケムニッツの機械製造工のあいだには，この協同組合の株式購入を

求める署名リストがふたたび回された。１００人をこえる労働者がこれに応じ ，

リストに自身の名を記している 。

　８月１３日に行われたカンパ ニーの土地 ・建物 ・機械の競売には，新しい協同

組合の代表も参加した。彼らはごれを取得して協同組合を再開しようとはか っ

　　　　　　　　　　　　　　　　（９５０）
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たが，手持ちの資金は限られていた。当初１６，９７２Ｔ１ｒ と評価されたカノパ

ニーの資産は，結局２６，０００Ｔ１ｒ．でケムニッツ 前貸銀行の手に渡る 。労働者の

期待はついえ去 った 。

　一部の労働者は，しかし笛同組合設立の夢をなおすてなか った。かつてのカ

■バニーの株主によっ て貯蓄 ・信用協同組合か設立され，生産協同組合設立の

ための資金の蓄積がはかられた。この貯蓄 ・信用協同組合は，少なくとも１８７２

年まで存続したことが確認される 。ただし機械製造工が新たに生産協同組合の

設立を試みた，という事実は知られていない 。

　　１）拙稿「産業革命期」 ，３５２－３５４頁
。

　　２）以下，Ｈｏｆｍａｍ，Ｓ２７－３３による
。

　　３）　もっともリュー デッケによれぼ，「エァムンテルンク」の設立は１８５８年であ っ

　　　た可能性が高い。またこの組織は本来杜交を目的とする団体であり ，せいぜい消

　　　費協同組合の前身として位置つけうるにすぎない。ＷＬｕｄｅｃ ｋｅ，Ｚｕｒ Ｅｎｔｓｔｅｈｍｇ

　　　ｄｅｒ　Ｋｏｍｓｕｍｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃ
ｈａｆｔｔｅｎ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃ ｈ１ａｎｄ，Ｄ１ｓｓ　Ｌｅ１ｐｚ１ｇ１９６１ ，Ｓ２１，４７　な

　　　お本節における機械製造エカソパ ニー についての叙述は，特に注記のない限り ，

　　　Ｅ　Ｈｏｆｍａｍ，Ｄ１ｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕ－Ａｒｂ ｅ１ｔｅｒ－Ｋｏｍｐａｎ１ｅ　ｍ　Ｃｈｅｍｍｔｚ

　　　（１８６３ｂｉｓ１８６７），ｉｎ： Ｊａｈｒｂｕｃｈ舳ｒ　ｗｉ廿ｓｃｈａｆｔｓｇｅｓｃ ｈｉｃｈｔｅ，１９８３／ＩＩＩ，Ｓ．７７丑．；Ｈ

　　　Ｈａｎｔｓｃｈｋｅ， Ｄ１ｅ　ｇｅｗｅｒｂ１１ｃｈｅｎ　Ｐｒｏｄｕｋｔ１ｖｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ　ｍ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ，Ｃｈａｒ

　　　１ｏ廿ｅｎｂｕｒｇ１８９４，Ｓ．１３３－１４２による
。

　　４）ｒ一般アソッィァッィオノ」について ，拙稿ｒ＜アソッィァッィオン〉」 ，１７頁を

　　　参照 。

　　５）Ｈｏｆｍａｍ，Ｅｎｔｗ１ｃｋｌｕｎｇ，Ｓ４１，４７ ，ＷＳｃｈｎａｂｅ１，Ｄ １ｅ Ｅｎｔｗ１ｃｋ１ｕｎｇｄｅｓ Ｃｈｅｍ

　　　 ｎ１ｔｚｅｒ　Ｂ
ａｃ

ｋｅｒｈａｎｄｗｅｒｋｓ　ｖｏｎ　ｓｅｍｅｎ　Ａｎｆａｎｇｅｎ　ｂ１ｓ　ｍｓ１９Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ ，Ｄ１ｓｓ

　　　Ｂｏｍａ／Ｌｅｉｐｚｉｇ１９３１ ，Ｓ．７３ｆ

　　６）　ＣＡＺ，Ｎｒ． ３５ ，３０ ．８ ．１８６３，Ｓ．２００

　　７）拙稿「産業革命期」 ，３３７，３４４－３５０頁を参照。同じ金属労働者でも鉄鋼業の場

　　　合は，手工業的伝統を持たない半熟練 ・不熟練労働老が大半を占める 。彼らの多

　　　くは農業ないし農村の出身者であり ，農閑期のみ工場で働いたり ，農業を副業と

　　　して営むなど，工場労働者とな った後もしぱしば農業との結びつきを保ち続げた 。

　　　機械工業におげるようなｒ手工業者」としての労働者の連帯は，鉄鋼業でははる

　　　かに弱い。また彼らの作業は強度の肉体労働であり ，細かく分断されたｆ乍業 ・仕

　　　事場のなかで，職場を基礎とした連帯感の形成も困難であ った。機械工業労働者

　　　とは対照的に，労働者運動への彼らの参加はわずかにすぎない。Ｊ．Ｋｏｃ
ｋａ

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９５１）
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　Ａ
ｒｂｅ１ｔｓｖｅｒｈａ１ｔｍｓｓｅ　ｕｎｄ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｅｘ１ｓｔｅｎｚｅｎ　Ｇｒｕｎｄｌａｇｅｎ　ｄ

ｅエ Ｋ１ａｓｓｅｎｂ１１ｄｕｎｇ　ｍ

　１９Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ，Ｂｏｍ１９９０，Ｓ４１３ｆｆ５１４ｆさらに田中洋子ｒ企業共同体と杜会

　的労働運動の相剋（１）一｛４）」『経済学論集』（東京大学）５６－１ ，５６－３（１９９０） ，５７－１
，

　５７－２（１９９１）をも参照。ここで田中氏は，１９世紀後半以降のドイツの労使関係に

　ついて，大企業における労働者の企業内統合と手工業 ・中小規模工場における労

　働者運動の展開という二極的構造のシ ェーマを示している 。その際とくに金属工

　業が事例とされ，前者については鉄鋼業が，後者については諸種の金属加工業が

　検討の対象とされている 。ただし鉄鋼業と同じく大企業的発展を遂げながら ，鉄

　鋼業とは対照的に労働老運動の中心の一つとな った機械工業について ，充分な検

　討がなされているとは言いがたい。あるいは大企業についての氏の議論は，鉄鋼

　業の状態に引き寄せられすぎているように思う 。機械工業では大企業においても

　手工業的要素が強く ，田中氏の言うような大企業と中小企業の間の労働市場の二

　分は，必ずしも明確ではなか った。大企業か中小企業か，という分類の基準は ，

　それだけでは単純にすぎよう 。むしろ主要産業ないし業種のそれぞれについて ，

　労働者の杜会的 ・経済的存在彩態の類型的な分析が必要であると思われる 。この

　点について ，拙稿「産業革命期」 ，３５５－３５６頁（注８）を参照 。

８）ノユ ルソェ の協同組合吾想とその実践について ，ＲＡ１ｄｅｎｈｏｆｆ，Ｓｃｈｕ１ｚｅ－

　Ｄ
ｅ１１ｔｚｓｃｈ　Ｅｍ　Ｂｅ１ｔｒａｇ　ｚｕｒ　Ｇ

ｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｓ　Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍｕｓ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ

　ｕｎｄ　Ｒｅ１ｃｈｓｇｍｄｕｎｇ，Ｂａｄ
ｅｎ－Ｂａｄｅｎ１９８４，Ｓ９０－９６，１６３ｆｆ ，１９７丑 ，Ｏｆｆｅｍａｍ

，

　Ａ
ｒｂｅｉｔｅｒｂｅｗｅｇｍｇ，Ｓ．２０６Ｈ．参照

。

９）拙稿「ドイツ三月革命期における葉巻労働者の運動（下）」『立命館経済学』

　４０－２（１９９１） ，５６－５７頁
。

１Ｏ）　 この連合体は，まず１８５９年に「ドイツ 前貸 ・信用協同組合会議」（Ｖｅｒｅｉｎｓｔａｇ

　Ｄｅｕｔｓｃ ｈｅｒ　 ＶｏｒｓｃｈｕＢ－ｕｎｄ 　Ｋｒｅｄ１ｔｖｅｒｅｍｅ）として成立し ，１８６２年にｒトイノ 生

　活　経済協同組合代表機構」（Ａｎｗａｌｔｓｃｈａｆｔ　ｄｅｒ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｅｒｗｅｒ
ｂｓ－ ｍｄ

　Ｗ１血ｓｃｈａｆｔｓｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ） ，さらに１８６４年にｒ自助にもとつくトイソ 生活

　経済協同組合一般連合」（Ａ１１ｇｅｍｅｍｅｒ　Ｖｅｒ
ｂａｎｄ　ｄｅｒ　ａｕｆ　Ｓｅ１ｂ ｓｔｈ１１ｆｅｂｅｒｕｈｅｎｄｅｎ

　Ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｅ
ｒｗｅｒ

ｂｓ－ ｕｎｄ　Ｗ１ｒｔｓｃ ｈａｆｔｓｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ）とな った。Ａ１ｄｅｎｈｏ伍，

　Ｓ．１０５ｆ

１１）ただし消費協同組合の場合はｒ勤労諸階級」の比率がより大きい。１８７０年の時

　点で５１の組合のメンバー２万４０００人余りのうち，富裕な階層に属する者は８ ，５７４

　人，ｒ勤労諸階級」に属する者は１５，５１０人てあ った。Ａ１ｄｅｎｈｏｆｆ，Ｓ１６９ｆ

１２）Ｍウィルトについて ，Ｖｇ１Ｏ丑ｅｒｍａｍ，Ａｒｂｅ１ｔｅｒｂｅｗｅｇｕｎｇ，Ｓ２２４丑

１３）　Ｂｅｒｉｃｈｔｅ　 ｄｅｒ　ＶＤＡＶ，Ｓ．２４－２９

１４）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ６０－６２

（９５２）
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１５）Ｅｂｄ ，Ｓ１０２－１０６，１４１ｆ　ＶＤＡＶのｒ左傾化」（Ｒｕｃ
ｋ　ｎａｃｈ　ｌｍｋｓ）について ，

　ｖｇｌ　Ａ　Ｂｅｂｅ１，Ａｕｓ　ｍｅｍｅｍ　Ｌｅｂｅｎ，Ｔｅ１１１，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９１０，Ｓ１１５ ，Ｓ　Ｎ
ａ’

ａｍａｎ ，

　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｖｅｒｅｍｅ，Ａｒｂｅｌｔｅｒｔａｇｅ　ｕｎｄ　Ａｒｂｅ１ｔｅ〃ｅｒｂａｎｄ一 士ｅｌ　Ｅｔａｐｐｅｎ　ａｕｆ　ｄｅｍ Ｗｅｇ

　ｚｕｒ　Ａｒｂｅｉｔｅｒｐａ汽ｅ１，ｉｎ： Ｂｅｒｉｃｈｔｅ　ｄｅｒ　ＶＤＡＶ，Ｓ．ＸＬ．また１８６８年のＶＤＡＶ第五回

　大会における生産協同組合論の転換について ，拙稿「トイソ 初期杜会民主主義に

　おける生産協同組合 ・労働組合問題　１８６５－１８７８年」『歴史学研究』６０６（１９９０）
，

　５－６頁を参照 。

１６）　Ａｌｄｅｎｈｏｆｆ，Ｓ２０１

１７）　Ｈａｎｔｓｃｈｋｅ， Ｓ１３６

１８）　Ｂｅｒｉｃ ｈｔｅ　ｄｅｒ　ＶＤＡＶ，Ｓ．６０ｆ

１９）　 Ｆｌｕｇｂ１ａｔｔ　ｖｏｍ　ｓｔａｎｄ１ｇｅｎ　Ａｕｓｓｃ
ｈｕｓｓｅ　ｄｅｓ　Ｖｅｒｅｍｓ晩ｇｅｓ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒ

　ｖｅｒｅｉｎｅ（ＮＤ　ｈ
ｒｓｇ．ｖｏｎ　Ｄ．Ｄｏｗｅ，Ｂｅｒｌｉｎ／Ｂｏｎｎ１９８０），Ｎｒ・ １５，３・９・１８６５，Ｋｏ耐

　Ｃｈｅｍｎ１ｔｚ

２０）　Ｎａ’ａｍａｎ，Ｋｏｎｓｔ１ｔｕ１ｅｍｎｇ，Ｓ１０７

２１）Ｈｏｆｍａｍ，Ｅｎｔｗｌｃｋ１ｕｎｇ，Ｓ３５ｆ

２２）　Ｅｂｄ ，Ｓ３７ｆ ，Ｂｅｎｃ
ｈｔｅ　ｄｅｒ　ＶＤＡＶ，Ｓ１６３ｆ ，１６７

２３）以下の叙述は，Ｈｏｆｍａｍ，Ｅｎｔｗ１ｃｋ１ｕｎｇ，Ｓ５１ｆｆによる
。

２４）　 Ｅ　Ｈｅ１１ｍａｎｎ，Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｄｅｒ　Ａｒｂｅ１ｔｅｒｂｅｗｅｇｕｎｇ　ｍ　Ｃｈｅｍｍｔｚ　ｕｎｄ　ｄｅｍ　Ｅｒｚｇｅ

　ｂｌｒｇｅ，Ｃｈｅｍｍｔｚ１９１２Ｓ２４

２５）Ｈｏｆｍａｍ　Ｍａｓｃｈｍｅｎｂａｕ－Ａｒｂｅ１ｔｅｒ－Ｋｏｍｐａｍｅ　Ｓ９５

２６）　Ｎａ’ａｍａｎ　Ｉｍｐｕ１ｓｅ，Ｓ７８

２７）Ｈｅ１１ｍａｍ，Ｓ２４

２８）　Ｊｕｓｔ，Ｓ．６４

結　　　語

　ドイツ 機械製造エカソパニーの４年の歴史は，当時におけるドイツの労働者

運動全体の流れのなかでどのように位置づけられるだろうか 。

　まずアイゼソベルクの調査によっ て， １８６０／７０年代の生産協同組合の全体の

　　　　　　　　１）
状況を見ておこう 。彼女のあげる３０４の生産協同組合のうち，実際に設立され

たことの確認されるものは２８１あり ，残りの２３については計画の事実のみが知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９５３）
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られている（ただしそのうちいくつかは実際に設立された可能性もある）。 業種別に

見ると ，繊維工業（５６），指物業（４４），仕立業（３４），葉巻製造業（２３），建築業

（１９） ，印刷業（１７）でとくに多くの生産協同組合が設立されている 。このよう

な業種ことの差違は，何よりも設立資金の問題に規定されていたと思われる 。

例えば葉巻製造業の場合，原料葉たばこの仕入れにやや多額の資金を要するだ

けで ，あとは必要な生産手段といえはナイフと芯の型枠程度，そして最低限机

一台入るスペ ースさえあれぼ作業は可能になる 。１８７２年にハルバーシ ュタ ット

の１３人の葉巻労働老が生産協同組合を設立したとき ，創業資金は９５０Ｔｌｒ．弱

にすぎなか った。また大工 ・左官職人の協同組合について見れぼ，道具はすで

に職人自身所持しており ，内装 ・修繕作業に仕事を限定すれぼ足場 ・手押車の

ような器材も不要であ った。繊維工業 ・指物業 ・仕立業の場合は，しぼしば原

料の購入 ・製品の販売等の仲介機能のみを組合がひきうけ，実際の生産は家内

工業の形態で行われた。最後に印刷業の場合，例えば１８７３年に設立されたライ

プノィヒの生産協同組合は，既存の印刷所を７，９００Ｔ１ｒ て買い取 って事業を始

めた。またその前年のブレスラウの印刷工生産協同組合の場合，開設には

３， ３００Ｔ１ｒ．ほどの資金が必要であ った。印刷工の週賃銀が当時５Ｔ１ｒ．程度（こ

れでも他の業種の平均を上回る）であ ったことを考えれぼ，上の額は決して小さ

いものではない。しかし次に見る重工業部門とくらべれぼ，それがわずかであ

ったことは明らかである 。

　例えば製鉄所を新設するには，１８５０年頃ですでに２０万から３０万Ｔ１ｒ．の資金

が必要であ った。製鉄業 ・鋳鉄業における生産協同組合の数は当然ながらわず

かにすぎず，これまでのところ ，１８７０年と７２年に設立されたハルツ地方の二つ

の鋳鉄製品生産協同組合が確認されるにすぎない。これら二つの工場の開設資

金は，それぞれ２５，０００Ｔ１ｒ
．，

４０，０００Ｔ１ｒ．であ った。ただしこの両者の場合，ち

ょうど廃業した経営を引き継ぐという有利な条件があり ，従 って開設資金は通

常よりわずかですんだ。またこの協同組合には，労働者以外からかなりの資金

が拠出されている 。

　機械工業の場合も ，工場の設立に要する資金は莫大なものであ った。１８５０年

　　　　　　　　　　　　　　　　（９５４）
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頃に中規模な工場て６万Ｔ１ｒ ，大規模なものになると１５万Ｔ１ｒの創業資金か必

要であ ったと言われる 。１８６３年に３１，０００Ｔ１ｒ．で工場を購入したドイツ 機械製

造エカンパニー は， 有利な買い物をしたと言えるだろう 。しかしそれにしても ，

これだけの資金の調達は容易ではなか った。機械工業の熟練工は他の労働者と

比べてかなり高い賃金を得ていたが，それでも週１０Ｔｌｒ．を上回る程度である 。

１８６５／６６年にベルリソの機械製造工が生産協同組合を設立しようとしたとき ，

必要な資金は１０万Ｔ１ｒ．と見積もられた。しかし実際に集まっ た資金は８，０００

Ｔｌｒ．にすぎず，計画は失敗に終わ った。このような状況のなかで，ドイツ 機械

製造エカンパ ニー は先進的な試みとして世の耳目を集めたのである 。

　このケムニッツの試みを含め，機械工業では少なくとも８つの生産協同組合

が設立され，さらに２つが計画されている 。同じ重工業部門の製鉄業と比べて

少ない数ではない。このような相違の理由としては，まず機械工場の設立に要

する資金が，それ自体としては巨額であるとはいえ，製鉄業よりは少ない額で

すむという事情があげられよう 。しかし同時にわれわれは，機械工業で働く労

働者の主体的能力の高さにも注目せねばならない。「手工業的工場熟練工」と

われわれの表現した労働者の局度の熟練とそれに照応する比較的高い賃金収入 ，

そしてさらに「独立」を求める進取の気性か，困難な事業の実現を可能にする

前提であ った 。

　もっとも労働者による工場の経営が必ずしも順調には進まなか ったことも ，

われわれは指摘しておいた。何よりも資金難，そして経営能力の不足，労働者

の規律の欠如，工場主側の妨害等 々。 実はこのような困難は，当時の労働者生

産協同組合にほぽ共通して認められる現象であ った。「外部から資金を調達し ，

また『純粋な賃労働者』を雇 って ，協同組合が資本資本主義的会杜企業に転化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
した場合にのみ，経済的失敗は回避されえた。」当時のさまざまな生産協同組

合の試みを総括して ，アイゼンベルクはこのように言う 。工業化の進展に伴い ，

とりわけ先進的部門であればあるほど，労働者による生産協同組合の設立は困

難になるであろう 。

　実際１８６０／７０年代に成立した生産協同組合の大半は５年以内，あるいはせい

　　　　　　　　　　　　　　　　（９５５）
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ぜい１０年以内で破産している 。１年もたずに破産したものも少なくとも１５を数

える 。たしかに１８９０年代，あるいはそれ以降まで存続した経営も２０をこえてい

る。 しかし生産協同組合が労働老運動の中心に位置することはもはやなか った 。

１８６０年代後半以降，ドイツでは多数の労働組合が成立する 。ラサ ール派，アイ

ゼナハ派，あるいは自由主義的なヒルシ ュ・ ドゥソカー 系のいずれに属するに

せよ ，これらの労働組合は当初生産協同組合を積極的に支援し，あるいは自ら

その設立にとりくんだ。しかし経営上の困難　破綻に直面して ，すでに７０年代

前半にはこの試みに対する批判が高まっ た。一方暢同組合の側にしても ，労働

組合と結びつくことがつねに有利であ ったわげではない。とくに杜会主義的組

織との結合は，労働者以外からの資金の調達を困難にした。さらにわれわれは ，

資本主義的生産の発展にともなう労働者の「賃労働者化」の進展のなかで ，生

産者としての「独立」よりは，むしろ賃労働者としての状態の改善か，労働者

の関心の中心を占めるようにな ってい ったことに注意せねばならないだろう 。

生産協同組合ではなく労働組合が，労働者の経済闘争の中心的組織形態となる 。

　いま一つ，シ ュルツェ 対ラサ ールに代表される政治的 ・理論的対立は，労働

者による生産協同組合の試みにどのような影響を与えたであろうか 。

　先にあげた３０４の生産協同組合のうち，シ ュルツヱ が支援し，あるいは彼の

指針に従 って設立されたことの知られるものは，少なくとも９ある 。一方ラ

サー ル派およびアイゼナハ派，そして両派に属する労働組合が設立に関与した

ものは，それぞれ８ ，１２確認される 。最後にヒルシ ュ・ ドゥンカー 労働組合に

よる生産協同組合の数は４３であ った。最後のものを除いて確認される数はきわ

めて少ないが，これは一つには資料的制約によるところが大きい。多くの生産

協同組合については，たんに設立ないし計画の事実のみが確認されるにすぎな

い。 また周知の通りドイツでは，労働組合と政党とが当初から密接にからみあ

っていたが，とはいえ例えは杜会民主主義系の労働組合すへてか，ラサ ール

派・ アイゼナハ派のいずれかに明瞭に区分されるわげではない。労働組合は ，

　　　　　　　　　　　　　　３）
それ自体独自の勢力を成していた 。

　しかしこのような問題とは別に，われわれは，労働者が必ずしも外部からの

　　　　　　　　　　　　　　　　（９５６）
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影響によっ て生産協同組合の試みにのりだしたわけではない，ということに注

意すべきである 。ドイツ 機械製造エカ１／パ ニーの場合，シ ュルツェ が関与する

以前に，まず労働者自身のイニシアティヴによっ て工場が開設された。もとよ

り彼らが，あらかじめシ ュルツェ の思想に何らかの影響を受けていた可能性は

充分にある 。しかし少なくともそれと並んで，ケムニッツの労働者はすでに三

月革命期以前に遡る協同組合の伝統を持 っていた 。

　「自助か国家援助か」という形で硬直化した生産協同組合に関する論争は ，

　般の労働老の行動を必ずしも拘束しなか った。組合企業の維持 ・発展という

観点からすれは，「自助ても国家援助ても」組合に対する資金供与は基本的に

歓迎すべきものだ った。政治的 ・理論的な争いが労働者運動に及ぽした影響の

重要性はもとより否定しえないか，それと並んてわれわれは，労働者大衆自身

の自発性に一層注意を向げるべきであろう 。

　もっとも生産協同組合の問題をめくっ て， 自由主義者的名望家層と労働老と

の「分離」はすでに明らかにな っていた。生産協同組合を当初自身の協同組合

運動の「頂点」に位置つけていた ノユ ルソヱ は， やかてこれに消極的な姿勢を

とるようにな った。労働老の上昇を不可欠の一部とする彼の「初期自由主義」

的構想は，実際に展開した協同組合運動の「下」への閉鎖という現実の前に ，

維持しえなくな っていた。しかもこのような ノユ ルソヱ てさえ，自由主義者内

部で孤立しつつあ った。あくまで「個人の自助」に固執するＭ．ヴィルトは ，

協同組合による「集団的自助」に対してさえ否定的であ った。そしてさらに労

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
働組合をめくる議論のなかて ，ノユ ルソェ の孤立は決定的になる 。

　他の自由主義者同様，ノユ ルソェ は当初労働組合に否定的であ った。彼の信

奉する賃金基金説によれは，労働組合運動による賃金の引き上げはそもそも不

可能てあり ，したか って無意味である 。しかしこのような否定的な姿勢を，！

ユルツェ は１８６０年代半ば以降変えていく 。他のすべての市民と同じ権利を与え

ないで，どうして労働者を杜会的 ・政治的に一統合することができるのか。法的

権利の不平等をそのままにしておいて，自分の経済状態は自分の力て改善せよ ，

と労働者に言うだけて ，とうして杜会民主主義の進出を阻止てきるだろうか 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（９５７）



　１４０　　　　　　　　　　立命館経済学（第４０巻 ・第６号）

シュ ルツェ はこのように考えて ，労働者にも団結する権利，すなわち労働組合

結成の権利を認めるべきであると主張した。１８６９年にヒルシ ュ・ ドゥンカー 系

の自由主義的労働組合が結成された際，ノユ ルソェ はこれを積極的に支援して

いる 。

　しかしこうして成立したヒルシ ュ・ ドゥ１／カー 労働組合は，１８６９年１２月から

７週間にわた って闘われたヴ ァルデ １■ベルク（二一ダー・ シュレージエソ）鉱山労

働者ストライキの敗北によっ て，一挙に信用を失墜する 。労使間の紛争の平和

的解決というこの組合の方針は，企業家および政府当局の弾圧の前に無力であ

ることか明らかにな った。当初杜会民主主義両派の労働組合とほほ匹敵する勢

力をもっ ていた自由主義的労働組合の成員数は，ストライキの敗北後大幅に減
　　５）
少する 。

　このストライキの敗北，そして自由主義的労働組合のその後の停滞は，ノユ

ルツヱ 個人の威信の低下にもつなが った。無制限の団結の自由という彼の主張

を， 大半の自由主義者は支持しなか った。「自助」を説くだけで ，労働者の杜

会的 ・経済的要求にこたえる処方簑を提示しえなか った彼らは，労働者という

大衆的基盤を失うことになる 。

　１８６０／７０年代における「プ ロレタリア的民主主義のフルソヨ ア的民主主義か

らの分離」の過程は，その背後にドイツにおける「初期自由主義」の解体を伴

っていた。ガルの言うように，自由主義はブルジ ョアジーの「階級イデオ ロ

ギーに変質する 。シ ュルツェ から ，おそらくフリートリヒ ・ナウマンら第二

帝政期の杜会自由主義（Ｓ・・ｉ・１１ｉｂ…１ｉ・ｍｕ・）につながる自由主義の系譜は，そも

そも全体として弱体であ ったその後のトイノ 自由主義内都においても ，さらに

　　　　　　　　　　６）
少数派にすぎなか った 。

　ドイツ 機械製造エカソバ ニー の試みは４年間で失敗に終わ った。しかしそこ

に注ぎ込まれた労働者のエネルギ ーは，その後高まりこそすれ衰えはしなか っ

た。１８７１年１０月 ，１０時間労働を要求して闘われたケムニッツ 機械製造工のスト

ライキには，約８，０００人の労働老が参加した。３週間続いたこのストライキが

敗北に終わ った後，ＳＤＡＰの機関紙『人民国家』は次のように訴えている 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（９５８）



　　　ケムニッツの労働者運動とドイツ 機械製造エカノバニー（１８６３－６７年）（山井）１４１

ｒわれわれの労働組合は，全体として紙上の存在にとどまっ ている 。…われわ

れは紙の上の組織を現実のものにしなけれぼならない。全力で労働組合運動に
　　　　　７）
取り組もう 。」労働組合運動はいよいよ本格的な展開を示しつつあ った 。

　　１）以下，Ｃ　Ｅ１ｓｅｎｂｅｒｇ，Ｆｍｈｅ　Ａｒｂ ｅ１ｔｅｒｂｅｗｅｇｕｎｇ　ｍｄ 　Ｇ
ｅｎｏｓｓｅｎｓｃ

ｈａｆｔｅｎ　Ｔｈ
ｅｏｒ１ｅ

　　　 ｕｎｄ　Ｐｒａｘ１ｓ　ｄｅｒ　Ｐｒｏｄｕｋｔ１ｖｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ１ｎ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｓｏｚ１ａ１ｄｅｍｏｋｒａｔ１ｅ

　　　 ｕｎｄｄｅｎ Ｇｅｗｅｒｋｓｃｈａｆｔｅｎｄｅｒ１８６０ｅｒ／１８７０ｅｒＪａｈｒｅ，Ｂｏｍ１９８３，Ｓ．１５４ｆｆ．の一覧

　　　表，さらにＫａｐ．４を参照 。

　　２）　Ｅｂｄ
．，

Ｓ． ８２

　　３）代表的なラサ ール主義者の一人 フリッ チェ に率いられた葉巻労働者の全国組織

　　　「全ドイツ 葉巻労働者連合」は，しかしラサ ール派の労働組合連合には加わらず ，

　　　組織上は中立の立場をとっ た。 この「葉巻労働者連合」による生産協同組合を加

　　　えれば，ラサ ール派が設立に関与した生産協同組合は５つ増えて１３となる 。労働

　　　組合の政治的方向について，Ｗ．Ａ１ｂｒｅｃ
ｈｔ，Ｆａｃ

ｈｖｅｒｅｉｎ－Ｂｅｒｕｆｓｇｅｗｅｒｋｓｃ ｈａｆｔ－Ｚｅｎ
－

　　　
ｔｒａ１ｖｅｒｂａｎｄ　Ｏｒｇａｎ１ｓａｔ１ｏｎｓｐｒｏｂ１ｅｍｅ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｇｅｗｅｒ

ｋｓｃｈａｆｔｅｎ１８７０＿１８９０
，

　　　Ｂｏｍ１９８２，Ｋａｐ．１ －Ｖ ，およびＳ．５３１伍．（Ｔａｂｅ１１ｅ３）を参照
。

　　４）以下，Ａ１ｄｅｎｈｏｆｆ，Ｓ２０３ｆｆ ，Ａ１ｂｒｅｃ比Ｓ８９ｆｆ ，Ｋｏｃ
ｋａ，Ｌｏｈｎａｒｂｅ１ｔ，Ｓ１８３を

　　　参照 。

　　５）ヴ ァルデ ンベルク鉱山労働者 ストラィキのすぐれた分析として ，Ｕ．Ｅｎ－

　　　ｇｅ１ｈａｒ
ｄｔ，“Ｎｕｒ　ｖｅｒｅ１ｍｇ１ｔ　ｓｍｄ　ｗ１ｒ　ｓｔａｒｋ”　Ｄ１ｅ　Ａｎｆａｎｇｅ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｇ

ｅｗｅｒｋ

　　　 ｓｃ
ｈａｆｔｓｂｅｗｅｇｍｇ１８６２／６３ｂｌｓ１８６９／７０，Ｂｄ２，Ｓｔｕｔｔｇａ血１９７７，Ｓ１０７１丘

　　６）Ｖｇ１．Ｇ ａ１１，Ｓ．１７４－１７７；Ａ１ｄｅｎｈｏｆｆ，Ｓ ．２４２．また，国際比較の視点からするドイ

　　　 ソ自由主義の特質の分析として ，Ｄ　Ｌａｎｇｅｗｌｅｓｃ
ｈｅ，Ｌｌｂｅｒａ１ｌｓｍｕｓ　ｕｎｄ 　Ｂ

ｕｒｇｅｒｔｕｍ

　　　ｍ　Ｅｕｒｏｐａ，ｍ　Ｊ　Ｋｏｃｋａ（Ｈｇ），Ｂｕｒｇｅ汀ｕｍ１ｍ１９Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ，Ｂｄ３Ｍｕｎｃ
ｈｅｎ

　　　１９８８，Ｓ．３６０伍

　　７）　Ｄｅｒ　Ｖｏ１ｋｓｓｔａａｔ，Ｎｒ９３．１８　１１１８７１（ＮＤ　Ｌｅｌｐｚ１ｇ，１９７１），‘‘ Ｄ１ｅ　Ｌｅｈｒｅ　ｄｅｓ

　　　Ｃｈｅｍｎ１ｔｚｅｒ Ｓ位ｅ１ｋｅｓ
’’

このストライキについて ，Ａｌｂｒｅｃ
ｈｔ，Ｓ１３７ ，Ｈ　Ｓｔｏｂｅ，

　　　Ｄｅｒ　Ｇｒｏｓｓｅ　Ｓｔｒｅ１ ｋ　ｄｅｒ　Ｃｈｅｍｍｔｚｅｒ　Ｍｅｔａ１１ａｒｂｅ１ｅｒ　ｚｕｒ　Ｄ
ｕｒｃ

ｈｓｅｔｚｕｎｇ　ｄｅｓ　Ｚｅｈｎ

　　　 ｓｔｕｎｄｅｎｔａｇｅｓ１ｍ　Ｊａｈｒｅ１８７１，Ｋａｒ１－Ｍａｒｘ－Ｓｔａｄｔ１９６２，ＢＨＫ１Ｏ）を参昭。またヶ

　　　 ムニソソの労働組合運動について ，Ｅ　Ｈｏｆｍａｍ，Ｖｏｎ　
ｄｅｒ　Ｍｕｈｓａ１ ，ｄｅｎ　ｎｃ ｈｔ１ｇｅｎ

　　　Ｗｅｇ　ｚｕ丘ｎｄｅｎ　Ｄ１ｅ　Ｈａ１ｔｍｇ　ｄｅｓ　Ｃｈｅｍｎ１ｔｚｅｒ　Ｐｒｏ１ｅｔａｒ１ａｔｓ１ｍ　ｂｅｇ１ｍｅｎｄｅｎ　Ｐｒｏ

　　　 ｚｅＢ　ｄｅｒ　Ｈｅｒａｕｓ
ｂ１１ｄｕｎｇ　ｎａｔ１ｏｎａ１ｅｒ　Ｇｅｗｅｒｋｓｃｈａｆｔｅｎ１８６５＿１８６９，ｍ　ＢＨＫ２７

　　　（１９８４），Ｓ ．４５ｆｆ

　付記 ：本稿は，平成３年度文部省科学研究費補助金（奨励研究Ａ）による研究成果の

一部である 。

（９５９）


